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（
町
民
税
務
課
）

　

現
在
交
付
さ
れ
て
い
る
後
期
高
齢

者
医
療
被
保
険
者
証
は
有
効
期
限
が

７
月
31
日
ま
で
と
な
っ
て
い
ま
す
。
８

月
１
日
か
ら
使
用
す
る
被
保
険
者
証

を
７
月
下
旬
に
発
送
し
ま
す
の
で
、

８
月
か
ら
は
新
し
く
送
付
さ
れ
る
被

保
険
者
証
を
使
用
し
て
く
だ
さ
い
。

　

８
月
以
降
に
な
り
ま
し
た
ら
、
有

効
期
限
切
れ
の
保
険
証
は
処
分
、
ま

た
は
返
却
し
て
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料

額
決
定
通
知
書
は
７
月
下
旬
に
送
付

し
ま
す
。

※
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
は
75
歳
以

上
の
方
（
一
定
の
障
害
を
お
持
ち
の

方
は
65
歳
以
上
）
が
加
入
す
る
制
度

で
す
。

○
お
問
い
合
わ
せ　

　

町
民
税
務
課　

税
務
Ｇ

（
資　

格
）
町
民
Ｇ
☎

（84）
１
９
６
５

（
保
険
料
）
税
務
Ｇ
☎

（84）
１
９
６
６

　
（
町
民
税
務
課
）

　

国
民
健
康
保
険
で
は
70
歳
か
ら
74

歳
ま
で
の
被
保
険
者
に
「
国
民
健
康

保
険
高
齢
受
給
者
証
」
が
交
付
さ
れ

て
い
ま
す
。

　

現
在
交
付
さ
れ
て
い
る
高
齢
受
給

者
証
は
有
効
期
限
が
7
月
31
日
ま
で

と
な
っ
て
お
り
、
8
月
1
日
か
ら
使

用
す
る
高
齢
受
給
者
証
は
7
月
下
旬

に
発
送
予
定
で
す
。
8
月
か
ら
は
新

し
く
送
付
さ
れ
た
高
齢
受
給
者
証
を

ご
使
用
く
だ
さ
い
。

※
8
月
以
降
に
な
り
ま
し
た
ら
、
有

効
期
限
切
れ
の
高
齢
受
給
者
証
は

処
分
ま
た
は
返
却
し
て
く
だ
さ

い
。

　

医
療
機
関
に
か
か
る
際
に
は
、
被

保
険
者
証
と
高
齢
受
給
者
証
を
一
緒

に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

国
民
健
康
保
険
高
齢
受
給
者
証
と
は

○
対
象
者　
70
歳
か
ら
74
歳
ま
で
の

　

国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
の
方

※
受
給
者
証
は
70
歳
の
誕
生
月
の
翌

月
1
日（
1
日
生
ま
れ
の
方
は
誕
生

月
）か
ら
有
効
で
す
。該
当
者
に
は

郵
送
で
高
齢
受
給
者
証
を
送
付
し

ま
す
（
75
歳
未
満
で
後
期
高
齢
者

医
療
被
保
険
者
の
方
は
対
象
か
ら

除
き
ま
す
）。

○
負
担
額

　

外
来
時
の
医
療
費
の
負
担
割
合

は
、
次
の
と
お
り
で
す
。

・
２
割
（
昭
和
19
年
４
月
１
日
以

前
に
生
ま
れ
た
方
は
1
割
）
…

各
種
控
除
後
の
課
税
所
得
額
が

１
４
５
万
円
未
満

・
３
割
…
各
種
控
除
後
の
課
税
所
得

額
が
１
４
５
万
円
以
上
（
一
定
以

上
所
得
者
）

※
負
担
割
合
は
毎
年
判
定
し
ま
す
。

※
３
割
負
担
と
な
っ
た
人
の
う
ち
、

同
じ
世
帯
の
70
歳
以
上
で
、
国
保

加
入
者
の
前
年
中
の
収
入
金
額
が

一
定
未
満
の
と
き
は
、
申
請
に
よ

り
２
割
負
担
（
昭
和
19
年
４
月
１

日
以
前
に
生
ま
れ
た
方
は
1
割
）

と
な
り
ま
す
。（
該
当
す
る
方
に
は

通
知
し
ま
す
）
。

　

負
担
額
、
負
担
割
合
の
変
更
は
、

基
準
に
該
当
し
て
も
申
請
が
な
け
れ

ば
変
わ
り
ま
せ
ん
。

※
所
得
ま
た
は
収
入
額
に
変
更
が

あ
っ
た
と
き
は
、
負
担
割
合
が
変

わ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

※
受
給
者
証
は
1
年
ご
と
に
毎
年
8

　

月
1
日
の
更
新
に
な
り
ま
す
。

○
お
問
い
合
わ
せ

　

町
民
税
務
課　

町
民
Ｇ

　

☎
（84）
１
９
６
５
（
直
通
）

（
町
民
税
務
課
）

　

前
年
中
に
給
与
賃
金
等
の
支
払
い

を
受
け
た
方
や
営
業
、
農
業
等
に
よ

る
事
業
収
入
が
あ
る
方
で
、
町
県
民

税
の
納
税
通
知
書
が
６
月
に
到
着
し

な
か
っ
た
方
（
町
県
民
税
の
給
与
天

引
き
に
よ
る
納
税
者
及
び
非
課
税
者

は
除
く
）
は
、
所
得
の
確
定
申
告
が

必
要
と
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　

住
民
税
の
納
税
通
知
書
が
届
か

ず
、
お
か
し
い
な
？
と
思
わ
れ
ま
し

た
ら
、
必
ず
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

　

国
民
に
は
所
得
の
申
告
を
す
る
義

務
が
あ
り
ま
す
。
故
意
に
申
告
を
逃

れ
る
こ
と
は
許
さ
れ
ま
せ
ん
。

○
お
問
い
合
わ
せ

　

町
民
税
務
課　

税
務
Ｇ

　

☎
（84）
１
９
６
６
（
直
通
）

（
町
民
税
務
課
）

　

個
人
住
民
税
の
特
別
徴
収
と
は
、

事
業
主
（
給
与
支
払
者
）
が
所
得
税

の
源
泉
徴
収
と
同
じ
よ
う
に
、
従
業

員
（
納
税
義
務
者
）
に
代
わ
り
、
毎

月
従
業
員
に
支
払
う
給
与
か
ら
個
人

住
民
税
を
差
し
引
き
（
給
与
天
引

き
）
、
納
入
し
て
い
た
だ
く
制
度
で

す
。

　

地
方
税
法
等
の
規
定
に
よ
り
、
所

得
税
を
源
泉
徴
収
す
る
義
務
の
あ
る

事
業
主
に
実
施
が
義
務
づ
け
ら
れ
て

い
ま
す
。

　

茨
城
県
と
県
内
す
べ
て
の
市
町
村

で
は
、
平
成
27
年
度
か
ら
一
斉
に
原

則
特
別
徴
収
に
よ
り
納
め
て
い
た
だ

く
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

特
別
徴
収
の
場
合
は
、
従
業
員
が

金
融
機
関
に
出
向
く
手
間
が
省
け
る

な
ど
、
納
税
者
の
利
便
向
上
に
つ
な

が
り
ま
す
。
事
業
主
の
皆
様
に
は
、

ご
理
解
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

○
お
問
い
合
わ
せ

　

町
民
税
務
課　

税
務
Ｇ

　

☎
（84）
１
９
６
６
（
直
通
）

後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者
証
の

送
付
お
よ
び
保
険
料
の
お
知
ら
せ

個
人
住
民
税
の
特
別
徴
収

（
給
与
天
引
き
）
に
つ
い
て

所
得
の
申
告
、
お
忘
れ
で
は

あ
り
ま
せ
ん
か
？

国
民
健
康
保
険
高
齢
受
給

者
証
を
送
付
し
ま
す


